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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第16期中及び第16期は潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間（当期）純損失であるため、第17期中以降は希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

自平成16年 

 １月１日 

至平成16年 

 ６月30日 

自平成17年 

 １月１日 

至平成17年 

 ６月30日 

自平成18年 

 １月１日 

至平成18年 

 ６月30日 

自平成16年 

 １月１日 

至平成16年 

 12月31日 

自平成17年 

 １月１日 

至平成17年 

 12月31日 

売上高（千円） 981,399 1,117,193 1,132,195 2,516,316 2,292,699 

経常損益（千円） △32,069 30,653 39,131 △28,935 131,353 

中間（当期）純損益（千円） △234,532 14,499 33,546 △96,750 57,596 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ 9,301 12,064 － 15,915 

資本金（千円） 1,396,496 1,396,496 1,396,496 1,396,496 1,396,496 

発行済株式総数（株） 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 

純資産額（千円） 2,652,503 2,685,495 2,743,673 2,671,478 2,717,766 

総資産額（千円） 3,482,611 3,222,552 3,319,006 3,428,937 3,327,032 

１株当たり純資産額（円） 138,151.21 139,869.57 142,899.64 139,139.52 141,550.32 

１株当たり中間（当期）純損益金額

（円） 
△12,215.22 755.16 1,747.19 △5,039.09 2,999.82 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 76.2 83.3 82.7 77.9 81.7 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
467,457 142,371 231,240 221,397 193,046 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
△24,892 △3,218 54,363 247,934 54,094 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円） 
－ － － － － 

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（千円） 
1,293,262 1,459,218 1,852,333 1,319,962 1,567,246 

従業員数（人） 102 97 92 97 94 



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

 事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

 （注）従業員数は、就業人員であります。 

(2) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

事業部門別 従業員数（人） 

バイオインフォマティクス 27 

ウェブ 30 

アドバンストリサーチ 21 

販売・管理 14 

 92 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や日銀の量的緩和政策の終結による長期金利の上昇懸念

等不安材料はあったものの、好調な企業業績に支えられ、個人消費や設備投資も堅調に推移し、緩やかな景気回復

の軌道を辿りました。 

 このような経済環境のなか、当期からスタートした第３次経営計画（平成18年～平成21年）では「ほかと違う、

面白い、役に立つ」会社になることをキャッチフレーズに掲げ、バイオインフォマティクス事業、ウェブ事業、ア

ドバンストリサーチ事業の融合（Fusion）による新たな事業モデルの開発を進め、さらなる事業の発展、継続的な

成長を目指しております。 

 その結果、当中間期の売上高は、アドバンストリサーチ事業が16.8％減の405百万円と減少したものの、バイオ

事業が前年同期比4.2％増の331百万円、ウェブ事業が同26.6％増の396百万円と増加したため、全体の売上高は

1.3％増の1,132百万円と微増となりました。利益につきましては、ウェブ事業において、中小規模コールセンター

やテレビ、ビデオ会議システム、IP電話システム等の販売増により利益が増加、さらに利益率も大幅にアップした

ため、当中間期の営業利益は34百万円（前年同期比146.8％増）、経常利益は39百万円（同27.7％増）、中間純利

益は33百万円（同131.4％増）といずれも前年同期を上回りました。 

 バイオインフォマティクス事業では、製薬会社、バイオ関連企業、大学・研究機関からの受託開発及び病理・細

胞診検査業務支援システム「EXpathⅡ」の販売が堅調に伸びております。また、当社が力を入れている分野とし

て、今後の医療や健康管理のあり方を大きく変えるオーダーメイド医療・ヘルスケアの実現に向けた機能性RNAの

解析やバイオマーカーの探索等を進めております。平成17年８月に開始したバイオ研究者向けサービスの「バイオ

百科」は、現在５社の最新試薬情報を掲載しており、大学・研究機関からのアクセスが伸びております。 

 ウェブ事業では、セキュリティ、IPテレフォニー分野のソリューション型システム開発案件の受注が引き続き好

調に推移しております。そのなかでも、中小規模コールセンター商品「CTI-One」の販売と開発、IP電話関連の商

品販売（H323Gatekeeper、SIPゲートウェイ）及びテレビ、ビデオ会議システムの販売が増加いたしました。ま

た、IPv6、MPLS関連の開発も順調に推移したほか、ユビキタス関連ではRFIDソリューションも実証実験段階を終

え、乳牛の搾乳システムに展開中であります。 

 アドバンストリサーチ事業では、バイオ分野や科学技術計算分野における大量の計算処理ニーズに応えるだけで

なく、ビジネス分野におけるユーティリティコンピューティングの実現を目指し、独立行政法人産業技術総合研究

所と共同で研究してまいりましたが、その最終段階としての実証実験を本年３月に終了させました。次世代インタ

ーネット技術につきましては、総務省発表の「u-Japan政策」に基づく「ユビキタス社会」の実現に向けた取り組

みを踏まえ、特にユビキタスコンピューティングにおけるヒューマンインタフェース分野に注目し、従来から行っ

ているコンピュータ画像処理をはじめとする基盤技術と合わせて各種応用研究を行っております。 

(2) キャッシュ・フロー 

 当中間期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ393百万円増加し、当中間期末残

高は1,852百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、税引前中間純利益55百万円、減価償却費24百万円、売上債権の減少額172百万円等の資

金増加要因が、仕入債務の減少額82百万円等の資金減少要因を上回り、231百万円の収入（前年同期は142百万円の

収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入35百万円等の資金増加要因が、有形及

び無形固定資産の取得による支出10百万円、投資有価証券の取得による支出９百万円等の資金減少要因を上回り、

54百万円の収入（前年同期は３百万円の支出）となりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、収入、支出ともになく、資金の動きはありません（前年同期も資金の動きはなし）。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間会計期間における生産実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

 当中間会計期間における受注状況は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当中間会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 

２．株式会社インテックは、当社の親会社であります。 

３．アイ電子株式会社に対する当中間会計期間における販売実績は、10％未満であるため記載を省略しておりま

す。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 生産高（千円） 前年同期比（％） 

バイオインフォマティクス 329,157 108.5 

ウェブ 389,652 122.1 

アドバンストリサーチ 397,668 82.4 

合計 1,116,478 101.0 

事業部門別 
受注高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高
（千円） 

前年同期比
（％） 

バイオインフォマティクス 452,263 133.9 335,229 130.8 

ウェブ 383,653 101.4 188,946 88.8 

アドバンストリサーチ 320,890 56.3 236,656 49.4 

合計 1,156,808 89.9 760,832 80.3 

事業部門別 販売高（千円） 前年同期比（％） 

バイオインフォマティクス 331,055 104.2 

ウェブ 396,129 126.6 

アドバンストリサーチ 405,011 83.2 

合計 1,132,195 101.3 

相手先 

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社インテック 322,168 28.8 302,626 26.7 

アクティブネットジャパン株式

会社 
174,566 15.6 175,772 15.5 

アイ電子株式会社 148,371 13.3 － － 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当社及び当社の親会社である株式会社インテック（以下「インテック」という。）は、平成18年２月８日開催の両

社の取締役会において、平成18年10月２日を期して株式移転による共同持株会社「株式会社インテックホールディン

グス（以下「インテックHD」という。）」を設立することを決議し、同日、基本合意書を締結しました。 

 また、両社は、平成18年３月17日開催の取締役会において、株式移転比率を決議し、覚書に調印するとともに、平

成18年５月19日開催の取締役会において、株式移転計画について決議し、共同株式移転計画書に調印いたしました。

 なお、当該株式移転による持株会社設立については、平成18年６月28日開催の臨時株主総会において承認されまし

た。インテックにおいても、平成18年６月28日開催の第55回定時株主総会において、当該株式移転による持株会社設

立について承認を受けております。 

 株式移転の概要は、次のとおりであります。 

(1)持株会社設立の目的   

インテックグループのガバナンスをさらに強化するとともに、IT事業の成長戦略を加速し、グループ全体の

企業価値を増大させるため。  

(2)株式移転の方法  

会社法第772条に定める株式移転の方法により、共同して完全親会社となる持株会社を設立し、当社及びイン

テックはその完全子会社となります。  

(3)株式移転をなすべき時期  

本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平成18年10月２日とします。  

(4)株式移転比率  

インテックHDは、株式移転期日の前日の最終の当社及びインテックのそれぞれの株主名簿（実質株主名簿を

含む）に記載または電磁的に記録された普通株主に対して、その所有する当社普通株式１株に対しインテック

HDの普通株式160株を、インテック普通株式１株に対しインテックHDの普通株式１株をそれぞれ割り当てます。

(5)株式移転交付金  

株式移転交付金の支払いは行いません。 

(6)株式移転後における上場に関する事項  

新設する持株会社（インテックHD）が東京証券取引所市場第一部に上場することが承認されております。 

インテックHD株式の上場日は、株式移転期日の平成18年10月２日を予定しております。また、完全子会社とな

る当社及びインテックの株式は、平成18年９月26日に上場廃止となっております。  

(7)新会社（持株会社）の概要  

(8)共同して持株会社を設立するインテックの概要  

平成18年３月31日現在及び平成18年３月期 

①商号  株式会社インテックホールディングス(英文名INTEC Holdings, Ltd.） 

②事業内容 
グループ全体の収益向上を図るための戦略的経営計画の立案・実行、事業子会社の業務遂

行の支援及び管理  

③本店所在地  富山県富山市牛島新町５番５号 

④資本金 100億円 

商号  株式会社インテック 

事業内容 総合情報システム業  

本店所在地  富山県富山市牛島新町５番５号 

 資本金 20,455百万円 

発行済株式総数  48,224千株  

従業員数  2,845名  

営業利益、当期純利益  
営業利益  6,181百万円 

当期純損失  609百万円  

資産、資本の状況  
総資産  140,725百万円 

純資産   52,243百万円 



５【研究開発活動】 

 アドバンストリサーチ事業を中心に、国内外の大学や研究機関との連携を図り、情報・通信技術の先進的な研究開

発を推進して、漸次主要な事業に育つよう応用研究を行っております。従ってこれらの生産実績額が研究開発費に相

当し、当中間会計期間における研究開発費は、80,946千円となっております。なお、この中には受託研究の費用

64,564千円が含まれております。 

１．研究開発の内容は次のとおりです。 

 (1)ユビキタスコンピューティング 

 コンピュータがあらゆる機器に組み込まれ、相互にネットワークで接続されてサービスを提供する「ユビキタ

スコンピューティング」時代の到来を見越して、その中で必要とされる商品やサービスの開発を目的とした研究

開発に取り組んでおります。材料・部品・製品から動物・植物・食品に至るまで、あらゆる「もの」の管理に適

用することのできる「ICタグ（RFID）」については、システム開発における共通基盤の研究開発を進め、実証実

験によりノウハウを蓄積しております。  

 また、ユビキタスコンピューティングを支える基盤技術としてのネットワークについては、「IPv6」をベース

として、BGP(Border Gateway Protocol) 等のルーティング技術、SIP(Session Initiation Protocol)やH323等

のVoIP(Voice over IP)技術、そして、ハイビジョン等の高精細映像配信技術の研究開発を進めております。ま

た、無線を利用して動的にネットワークを組み上げるアドホックネットワーク技術について、産官学連携による

コンソーシアムに参加し、研究開発を実施しております。 

 (2)アウトソーシングサービス 

 コストダウンの要求が高まる一方で、オンデマンド化・ブロードバンド対応・高セキュリティ対応等の高付加

価値化が求められているアウトソーシング事業に関して、グリッドコンピューティング、SAN

(Storage Area Network)、及び仮想化技術を用いた新しいサービスモデルに関する研究開発を進めております。

具体的には、IX(Internet eXchange)・映像配信・ギガビットネットワークに関するこれまでの研究開発実績に

基づいて、動的リソース管理技術やサービス品質最適化技術を活かしたサービス提供を目指すものです。その成

果は、ユーティリティコンピューティングサービスの実現や、地方自治体広域ネットワーク案件及び電子自治体

アウトソーシング案件において活用されます。 

 また、グリッドコンピューティング技術の推進と標準化を行う団体である「グリッド協議会」に参加し、グリ

ッドコンピューティングに関する研究開発を実施しております。ビジネスグリッドを実現するためのミドルウェ

アの開発に取り組んでおります。  

 (3)情報セキュリティ 

 重要度が高まっている情報セキュリティに関しては、従来から取り組んでいるPKI

(Public Key Infrastructure)を中心とした認証ソリューションの機能拡充を行いながら、次世代システムの研

究開発を進めております。また、外部からのネットワーク不正侵入を検知する技術、OSレベルで高セキュリティ

を実現するセキュアOS技術、そして、Webアプリケーションのセキュリティを高める技術について、調査研究を

進めております。 

 (4)ビジュアライゼーション 

 デジタル画像（静止画または動画）を解析し、各種の物体認識や画像合成を行う技術について研究開発を行っ

ております。また、色を忠実に再現するための技術についての研究開発を行っております。 

 画像合成のためのクロマキー技術に関して、独自技術を開発して特許出願を行いました。また、高精度の病理

画像を遠隔伝送したり、遠隔操作したりするシステムの研究開発に着手いたしました。 

 今後も、当分野の研究開発を進め、バーチャルリアリティの実用化を目指すとともに、バイオや医療等の分野

への応用を図ります。 

 (5)テキストマイニングとデータマイニング 

 インターネット上でのWebページや社内における各種報告書等、電子化されたテキスト情報が大量に増えるな

かで、それらを統計的に処理して傾向分析を行う「テキストマイニング」に関する研究開発を進めております。

具体的には、電子化された文書(PDF)や検索エンジンによる検索結果を対象として、各種の情報抽出を行った

り、要約を行う技術の研究開発を進めております。製品や会社等について、インターネット上で公開・流通して

いる評判情報を収集・分析する技術についても研究開発を進めております。  



 また、遺伝子やタンパク質に関する膨大なデータを対象として解析を行い、新しい生物学的知識を発見した

り、バイオマーカーと呼ばれる診断指標を発見したりするバイオデータマイニングの研究開発も進めておりま

す。当社では大量のタンパク質が相互作用する測定結果から、相互作用の仕方に関する規則性や法則性をデータ

マイニング技術を用いて導き出す「タンパク質相互作用データ解析プログラム」に関する特許を取得しておりま

す。 

 (6)バイオインフォマティクス関連システムの研究開発 

  富山大学（旧富山医科薬科大学）を中心とした産官学共同研究「漢方方剤テーラーメード治療法の開発」に参

画し、現在は、プロテインチップを用いたプロテオーム解析の研究開発を進めながら、診断・治療・病態マーカ

ーの探索を行っております。これは、文部科学省の「知的クラスター創成事業」に採択された「とやま医薬バイ

オクラスター（富山・高岡地域）」の一環として実施しております。  

 また、「オーダーメイド医療・ヘルスケア事業」への取り組みとしては、昨今の医療費負担の増大や加速化す

る少子高齢化の流れを受けた個々人の健康への急速な関心の高まりや、それに伴い、ウェルネス等の健康支援サ

ービスや健康食品等の新たな市場が広がりつつある背景を受けて、当社では長年の医療情報システムの開発なら

びにバイオインフォマティクス技術を活かして、これらの新規市場に向けた新たなサービスシステムの研究開発

を進めています。今後はEBH（Evidence-based Health）に基づく一人一人の健康状態に合わせた健康づくりプロ

グラムの研究を行ってまいります。 

 さらに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター（神戸市）との共同研究である「プロモトームデータ

ベースを用いた細胞機能解析」についても引き続き実施しており、プロモトームデータベースならびに遺伝子ネ

ットワーク解析の研究を行っております。また、本年度から始まった経済産業省の戦略的技術開発「機能性RNA

プロジェクト」（５年間）に、バイオ産業情報化コンソーシアム（JBiC）のチームメンバーとして参画し、当社

は機能性RNAの探索・解析のためのバイオインフォマティクス技術の開発を担当しております。  

  ２．研究開発体制 

     バイオインフォマティクス事業     （リーダー及び研究員）    12名 

     ウェブ事業              （リーダー及び研究員）     14名 

     アドバンストリサーチ事業       （リーダー及び研究員）   19名 

                               合計        45名 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）東京証券取引所（マザーズ）については、平成18年10月２日設立予定である株式会社インテックホールディングス

の完全子会社となるため、平成18年６月28日に上場廃止の申請を行い、同年９月26日に上場廃止となっております。

(2）【新株予約権等の状況】 

①旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は次のとおりであります。 

平成14年３月27日定時株主総会決議 

(注)１．新株引受権の目的となる株式の数とは、平成14年３月27日開催の第13回定時株主総会における特別決議に基づ

き付与された新株引受権から、被付与者が喪失した権利を除く新株引受権の新株発行予定数であります。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとしま

す。ただし、かかる調整は、当該時点で対象者が新株引受権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。 

                 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 68,000 

計 68,000 

種類 
中間会計期間末現在発行

数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年９月28日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通

株式 
19,200 19,200 － － 

計 19,200 19,200 － － 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  162 (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 710,000 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年４月１日から 

平成21年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    710,000 

資本組入額   355,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権の譲渡、質入その他

一切の処分は認められないもの

とする。 

また、対象者の相続人による新

株引受権の行使は認められない

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項   －  － 



  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は

必要と認める株式数の調整を行います。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げるものとします。    

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は

必要と認める発行価額の調整を行います。 

３．新株引受権行使の条件は次のとおりであります。 

(1) 対象者は、新株引受権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員で

あることを要する。 

(2) 前項にかかわらず、対象者が当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失し

た場合であっても、以下の各号に定める事由に該当する場合には、行使できるものとする。 

①対象者である取締役または監査役が任期満了により退任した場合。 

②対象者である従業員が定年退職した場合。 

③正当な理由があると当社取締役会が認めた場合。 

(3) 対象者は、新株引受権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間（１月１日から12月31

日まで）金1,000万円（または、行使時において租税特別措置法上定められた制限）を超えないように新株

引受権を行使しなければならない。 

(4) 当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行う場合または株式移転を行う場合、株式交換の日ま

たは移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、新株引受権の行使を合理的に制限し、かつ、対象者が行

使していない新株引受権を失効させることができるものとする。 

(5) その他権利行使に関する条件については、第13回定時株主総会決議及び取締役会決議により決定し、対

象者との間で締結する新株引受権付与契約によるものとする。 

４．平成18年３月17日開催の取締役会決議により、ストックオプションの目的で付与した新株引受権の取扱いを、

「平成18年９月15日をもって、平成18年９月15日までに権利行使のなされていない新株引受権すべてについて無

償で放棄させ、付与契約を合意解除する」旨、変更し、新株引受権者との間で合意書を締結しております。な

お、当社及びインテックを完全子会社とする共同株式移転計画については、平成18年６月28日開催の両社の株主

総会にて承認されております。 

 調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額×
１ 

分割・併合の比率  



②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は次のとお

りであります。 

平成15年３月27日定時株主総会決議 

(注)１．新株予約権の目的となる株式の数とは、平成15年３月27日開催の第14回定時株主総会における特別決議に基づ

き付与された新株予約権から、被付与者が喪失した権利を除く新株予約権の新株発行予定数であります。  

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整す

るものとします。ただし、かかる調整は、当該時点において新株予約権者が権利行使をしていない新株予約権

の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるも

のとします。 

                  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行いまたは株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は

必要と認める株式数の調整を行います。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行いまたは株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必

要と認める払込金額の調整を行います。 

３．新株予約権行使の条件は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。 

(2) 前項にかかわらず、新株予約権者が当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を

喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に該当する場合には、行使できるものとする。 

①新株予約権者である取締役または監査役が任期満了により退任した場合。 

②新株予約権者である従業員が定年退職した場合。 

③正当な理由があると当社取締役会が認めた場合。 

(3) その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）     31     29 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）                 31   (注)１     29 

新株予約権の行使時の払込金額（円）             365,000  (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日から 

平成22年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    365,000 

資本組入額   182,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権者の相続人による新

株予約権の行使は認められない

ものとする。 

新株予約権者が新株予約権を譲

渡するには、取締役会の承認を

要する。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  － 

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率  



４．平成18年６月28日開催の取締役会において、ストックオプションの目的で付与した新株予約権の取扱いを「平

成18年９月15日をもって、平成18年９月15日までに権利行使のなされていない新株予約権すべてにおいて無償で

消却する」旨、変更しております。なお、当社及びインテックを完全子会社とする共同株式移転計画について

は、平成18年６月28日開催の両社の株主総会にて承認されております。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

 （注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は518株であり

ます。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年１月１日～

平成18年６月30日 
－ 19,200 － 1,396,496 － 1,322,496 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 12,136 63.21 

三菱ＵＦＪ証券株式

会社 
東京都千代田区丸の内２丁目４－１  547 2.85 

日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式

会社（信託口）  

東京都中央区晴海１丁目８－１１  518 2.70 

エイチエスビーシー

ホンコントレジャリ

ーサービシィズアカ

ウントアジアンエキ

ュイティーズデリバ

ティブス 

（常任代理人 香港

上海銀行東京支店） 

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG 

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１） 
250 1.30 

モルガン・スタンレ

ー・アンド・カンパ

ニー・インターナシ

ョナル・リミテッド  

（常任代理人 モル

ガン・スタンレー証

券株式会社） 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA  U.K. 

（東京都渋谷区恵比寿４丁目２０－３ 恵比寿ガーデン

プレイスタワー）  

241 1.26 

星川 輝 大阪府八尾市 220 1.15 

大和證券エスエムビ

ーシー株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目８－１ 164 0.85 

松本 治夫  東京都港区 160 0.83 

高橋 雅彦 茨城県古河市 89 0.46 

小川 武重 神奈川県横浜市青葉区 56 0.29 

計  － 14,381 74.90 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,200 19,200 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 19,200 － － 

総株主の議決権 － 19,200 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 
（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 320,000 291,000 287,000 300,000 306,000 285,000 

最低（円） 265,000 206,000 221,000 270,000 264,000 247,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。 

ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表について新日本監査法人に

よる中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末     

 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  1,485,039   1,878,159   1,593,070   

２．受取手形 ※３ 139,260   89,310   117,217   

３．売掛金  444,337   508,223   653,297   

４．たな卸資産  54,485   58,608   73,878   

５．繰延税金資産  47,211   10,530   8,043   

６．その他  40,239   23,006   18,689   

貸倒引当金  △1,936   △1,933   △2,482   

流動資産合計   2,208,636 68.5  2,565,903 77.3  2,461,713 74.0 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産 ※１          

１．建物  149,008   143,414   146,614   

２．機械及び装置  19,424   7,737   10,887   

３．工具器具及び備
品  59,872   49,101   53,256   

有形固定資産合計   228,305 7.1  200,254 6.0  210,758 6.3 

(2)無形固定資産   31,502 1.0  26,118 0.8  27,451 0.8 

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券  284,517   167,991   194,204   

２．関係会社株式  79,602   64,331   79,602   

３．繰延税金資産  223,809   172,405   190,260   

４．投資建物 ※１ 87,213   83,759   85,486   

５．敷金及び保証金  32,504   31,318   31,558   

６．その他  53,897   6,923   53,433   

貸倒引当金  △7,437   －   △7,436   

投資その他の資産合
計   754,107 23.4  526,729 15.9  627,108 18.9 

固定資産合計   1,013,915 31.5  753,102 22.7  865,318 26.0 

資産合計   3,222,552 100.0  3,319,006 100.0  3,327,032 100.0 

           

 



    
前中間会計期間末     

 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  281,195   359,359   440,967   

２．未払金  2,254   1,190   1,833   

３．未払法人税等  5,309   5,948   11,635   

４．その他 ※２ 87,336   111,391   61,197   

流動負債合計   376,096 11.7  477,889 14.4  515,634 15.5 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  150,476   93,593   81,648   

２．役員退職慰労引当
金  10,483   3,850   11,983   

固定負債合計   160,960 5.0  97,443 2.9  93,631 2.8 

負債合計   537,056 16.7  575,333 17.3  609,265 18.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,396,496 43.3  － －  1,396,496 42.0 

Ⅱ 資本剰余金           

  資本準備金  1,322,496   －   1,322,496   

資本剰余金合計   1,322,496 41.0  － －  1,322,496 39.8 

Ⅲ 利益剰余金           

  中間（当期）未処
理損失  55,290   －   12,193   

利益剰余金合計   △55,290 △1.7  － －  △12,193 △0.4 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   21,794 0.7  － －  10,967 0.3 

資本合計   2,685,495 83.3  － －  2,717,766 81.7 

負債・資本合計   3,222,552 100.0  － －  3,327,032 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本            

１ 資本金    － －  1,396,496 42.1  － － 

２ 資本剰余金            

  資本準備金  －   1,322,496   －   

資本剰余金合計   － －  1,322,496 39.9  － － 

３ 利益剰余金            

  その他利益剰余金           
繰越利益剰余

金 
 －   21,353   －   

利益剰余金合計    － －  21,353 0.6  － － 

株主資本合計    － －  2,740,345 82.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           
   その他有価証券

評価差額金 
  － －  3,328 0.1  － － 

評価・換算差額等合

計 
  － －  3,328 0.1  － － 

純資産合計   － －  2,743,673 82.7  － － 

負債純資産合計   － －  3,319,006 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,117,193 100.0  1,132,195 100.0  2,292,699 100.0 

Ⅱ 売上原価   929,023 83.2  920,914 81.3  1,861,002 81.2 

売上総利益   188,170 16.8  211,281 18.7  431,697 18.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   174,037 15.6  176,397 15.6  324,083 14.1 

営業利益   14,133 1.2  34,883 3.1  107,613 4.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  37,479 3.4  39,369 3.5  64,060 2.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  20,958 1.9  35,121 3.1  40,320 1.8 

経常利益   30,653 2.7  39,131 3.5  131,353 5.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  9,686 0.9  19,644 1.7  70,568 3.1 

Ⅶ 特別損失 ※４  17,157 1.5  2,958 0.3  53,831 2.3 

税引前中間純利益   23,182 2.1  55,817 4.9  148,089 6.5 

法人税、住民税及
び事業税  1,661   1,661   3,322   

法人税等調整額  7,022 8,683 0.8 20,610 22,271 1.9 87,170 90,492 4.0 

中間純利益   14,499 1.3  33,546 3.0  57,596 2.5 

前期繰越損失   69,789   －   69,789  

中間（当期）未処
理損失   55,290   －   12,193  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

その他利益 
剰余金 利益剰余金 

合計 
繰越利益
剰余金 

平成17年12月31日 残高（千円） 1,396,496 1,322,496 1,322,496 △12,193 △12,193 2,706,798 

中間会計期間中の変動額       

中間純利益（千円）       33,546 33,546 33,546 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）（千円） 
            

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － 33,546 33,546 33,546 

平成18年６月30日 残高（千円） 1,396,496 1,322,496 1,322,496 21,353 21,353 2,740,345 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 10,967 10,967 2,717,766 

中間会計期間中の変動額    

中間純利益（千円）     33,546 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）（千円） 
△7,639 △7,639 △7,639 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△7,639 △7,639 25,906 

平成18年６月30日 残高（千円） 3,328 3,328 2,743,673 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 
 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  23,182 55,817 148,089 

減価償却費  26,837 24,738 52,424 

貸倒引当金の増減額  △484 △7,985 60 

退職給付引当金の増減額  3,040 11,945 △65,787 

役員退職慰労引当金の増減額  △3,625 △8,133 △2,125 

海外事業損失引当金の増減額  △128,700 － △128,700 

受取利息及び配当金  △4,974 △5,032 △9,561 

投資有価証券運用損益  △3,454 8,599 2,260 

投資有価証券売却益  － △8,835 △27,519 

投資有価証券売却損   － 839 － 

投資有価証券評価損   7,491 － 37,105 

関係会社株式売却損   － 2,118 － 

固定資産売却除却損  9,665 － 14,536 

売上債権の増減額  152,599 172,981 △34,318 

たな卸資産の減少額  151,283 15,270 131,890 

仕入債務の増減額  △119,987 △82,286 31,268 

その他営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 28,319 49,492 37,658 

小計  141,194 229,530 187,282 

利息及び配当金の受取額  4,974 5,032 9,561 

法人税等の支払額  △3,797 △3,322 △3,797 

営業活動によるキャッシュ・フロー  142,371 231,240 193,046 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △20,009 △20,012 △40,022 

定期預金の払戻による収入  20,008 20,011 40,017 

有形固定資産の取得による支出  △2,384 △5,633 △7,494 

無形固定資産の取得による支出  △2,056 △5,068 △5,163 

投資有価証券の取得による支出  △33,000 △9,646 △33,000 

投資有価証券の売却による収入  － 22,372 58,744 

関係会社株式の売却による収入   － 13,152 － 

関係会社短期貸付による支出  △900,000 △1,200,000 △2,000,000 

関係会社短期貸付金の返済による収

入 
  900,000 1,200,000 2,000,000 

従業員貸付金の返済による収入  60 － 400 

その他投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 34,164 39,189 40,613 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,218 54,363 54,094 

 



    

前中間会計期間 
 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

財務活動によるキャッシュ・フロー  － － － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  102 △517 142 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  139,255 285,086 247,283 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,319,962 1,567,246 1,319,962 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
※ 1,459,218 1,852,333 1,567,246 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

 個別法に基づく原価法を採用

しております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 先入先出法に基づく原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       10～29年 

機械及び装置     ６年 

工具器具及び備品 ５～20年 

同左 同左 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

同左 同左 

 (3) 投資その他の資産 (3) 投資その他の資産 (3) 投資その他の資産 

 定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

投資建物     10～29年 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

４．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・

フロー計算書（キャ

ッシュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,743,673千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

────── 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

────── 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

（法人事業税における外形標準課税部分の中

間損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

3,648千円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 

────── （法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成16年２月13日）が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割

8,313千円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

331,757千円 307,801千円 291,192千円

投資その他の資産「投資建物」の減価

償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の減価

償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の減価

償却累計額 

89,754千円 93,209千円 91,482千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２        ──────  

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、当該金額12,317千円を流動負債

「その他」に含めて表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、当該金額11,721千円を流動負債

「その他」に含めて表示しております。 

 

※３       ────── ※３       ────── ※３ 期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

  受取手形 51,900千円

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 4,347千円 

受取配当金 627千円 

不動産賃貸収入 9,603千円 

補助金収入 2,402千円 

出向者収入  12,862千円 

受取利息 4,464千円

受取配当金 567千円

不動産賃貸収入 9,690千円

補助金収入 4,058千円

出向者収入  17,690千円

受取利息 8,726千円

受取配当金 834千円

不動産賃貸収入 19,380千円

補助金収入 6,979千円

出向者収入  23,373千円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

不動産賃貸費用 4,941千円 

出向者費用  14,466千円 

不動産賃貸費用 4,922千円

出向者費用  21,092千円

投資有価証券運用損  8,599千円

不動産賃貸費用 9,922千円

出向者費用  26,587千円

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 484千円 

償却済債権取立益 9,201千円 

貸倒引当金戻入益 1,905千円

投資有価証券売却益  8,835千円

償却済債権取立益 4,470千円

役員退職慰労引当金戻

入益 
4,433千円

投資有価証券売却益 27,519千円

償却済債権取立益  10,844千円

退職給付引当金戻入益 32,204千円

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 9,665千円 

投資有価証券評価損 7,491千円 

関係会社株式売却損 2,118千円

投資有価証券売却損 839千円

固定資産除却損  14,536千円

投資有価証券評価損  37,105千円

解約補償金 2,190千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,448千円 

無形固定資産 6,661千円 

投資その他の資産 1,727千円 

有形固定資産 16,609千円

無形固定資産 6,401千円

投資その他の資産 1,727千円

有形固定資産 35,733千円

無形固定資産 13,236千円

投資その他の資産 3,454千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 ３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

発行済株式     

普通株式 19,200 － － 19,200 

自己株式      

普通株式  － － － － 

     合計 19,200 － － 19,200 

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的

となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計期間 

末残高 

（千円） 
前事業年度末  

当中間会計期間

増加  

当中間会計期間

減少  

当中間会計期間

末  

 平成14年３月年新株予約権   普通株式 162 － － 162 － 

 平成15年３月年新株予約権   普通株式 31 － － 31 － 

合計  －  －  －  －  － － 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,485,039

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△25,821

現金及び現金同等物 1,459,218

現金及び預金勘定 1,878,159

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△25,825

現金及び現金同等物 1,852,333

現金及び預金勘定 1,593,070

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△25,824

現金及び現金同等物 1,567,246



（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具及
び備品 

3,125 195 2,929 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具及
び備品 

3,125 976 2,148 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具器具及
び備品 

3,125 585 2,539 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。  

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。  

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

（注) 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。  

１年内  781千円 

１年超 2,148千円  

合計 2,929千円  

（注) 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。  

１年内  781千円 

１年超 1,367千円  

合計 2,148千円  

（注) 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。  

１年内  781千円 

１年超 1,757千円  

合計 2,539千円  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料  195千円 

減価償却費相当額 195千円  

支払リース料  390千円 

減価償却費相当額 390千円  

支払リース料  585千円 

減価償却費相当額 585千円  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 47,905 74,881 26,976 

投資信託 41,037 52,596 11,559 

合計 88,942 127,477 38,535 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 108,344 

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 24,800 16,800 △8,000 

投資信託 18,540 33,565 15,025 

合計 43,340 50,365 7,025 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 91,531 

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 26,980 19,634 △7,346 

投資信託 30,737 57,764 27,027 

合計 57,717 77,398 19,681 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 78,731 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 該当事項はありません。 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

 前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

関連会社に対する投資の金額 

（千円）  
79,602 64,331 79,602 

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円） 
104,519 109,811 115,964 

持分法を適用した場合の投資利益の金

額（千円）  
9,301 12,064 15,915 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。  

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 139,869.57円

１株当たり中間純利益金額 755.16円

１株当たり純資産額 142,899.64円

１株当たり中間純利益金額 1,747.19円

１株当たり純資産額 141,550.32円

１株当たり当期純利益金額   2,999.82円

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

同左  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日)

中間（当期）純利益（千円） 14,499 33,546 57,596 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
14,499 33,546 57,596 

期中平均株式数（株） 19,200 19,200 19,200 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権 １

種類（目的となる株式の

数 普通株式167株） 

商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権 １種類

（新株予約権の数 31

個） 

これらの詳細は、「第４

提出会社の状況、１ 株式

等の状況、(２)新株予約

権等の状況」に記載のと

おりであります。 

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権 １

種類（目的となる株式の

数 普通株式162株） 

商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権 １種類

（新株予約権の数 31

個） 

これらの詳細は、「第４

提出会社の状況、１ 株式

等の状況、(２)新株予約

権等の状況」に記載のと

おりであります。 

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権 １

種類（目的となる株式の

数 普通株式162株） 

商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権 １種類

（新株予約権の数   31

個） 

これらの詳細は、「第４

提出会社の状況、１ 株式

等の状況、(２)新株予約

権等の状況」に記載のと

おりであります。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第17期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月28日関東財務局長に提出。 

(2)臨時報告書 

   平成18年７月３日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３（株式移転に係る株主総会の決議）に基づく臨時

報告書であります。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年９月28日

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・ 
インフォマティクス株式会社 

 

取締役会御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 山本 和夫     印 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大村 啓三     印 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 玉井 哲史     印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインテ

ック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第17期事

業年度の中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社の平成17年６月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年９月28日

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・ 
インフォマティクス株式会社 

 

取締役会御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 山本 和夫     印 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 松本 義之     印 

指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 石川 純夫     印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインテ

ック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第18期事

業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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